
第6回これからの地域福祉のあり方に関する研究会議事次第  

日 時：平成19年12月14日（金）16：30～18：30  

場 所：全国社会福祉協議会会議室（新霞ヶ関ヒ÷ル5階）  

∠ゝ  
こZ言  1。開  

2．議 事  

（1）地域福祉活動を支える財源について   
【報告者：花王株式会社 コーポレートコミュニケーション部門  

社会貢献部長  

（財）花王芸術科学財団 専務理事。事務局長  

嶋田実名子氏】  

（2）共同募金について   

【報告者：（福）中央共同募金会 企画広報部長島村糸子 氏】  

（3）生活福祉資金貸付制度について   

【報告者：（福）北海道社会福祉協議会 地域福祉部  

生活支援課長 亀川義信 氏】  

3。閉  

（配付資料）  

資料1 これまでの研究会の内容と今回の論点（社会。援護局地域福祉課）  

資料2 これまでの研究会での意見の整理（社会・援護局地域福祉課）  

資料3 地域福祉活動を支える財源について（社会・援護局総務課）  

資料4 花王株式会社（社会貢献部長嶋田実名子氏）  

資料5 共同募金について（社会。援護局総務課）  
資料6 （福）中央共同募金会（企画広報部長島村糸子氏）  

資料7 生活福祉資金貸付制度について（社会・援護局地域福祉課）  

資料8 （福）北海道社会福祉協議会（生活支援課長亀川義信氏）  

資料9 第5回の主な意見及び議事録  
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これまでの研究会の主な内容  

0地域の要廣贋膚億  

ひとり暮らし、あるいは家族がいても支えにならず、その上、地域から孤立していたり、判断能力  

が不十分等により由ら問題解決に向かうことができない状態にある丸々  

0地域の問題として掛ずられたこと  
社食福祉協議感   

再制度の狭間にある者（地域の要支援者）への対応  

8既存施策では応えきれていなしヽニ榊ズの存在  

白地域の意識から生まれる問題の存在  

貯総合的な対応の不十分さから生まれる問題の存在 等   

町独習：地域の要支援者への支援のあり：掛こつし、てヨ  

支援において必要な視点につし㌔て   

蜃「地域での自立とは何であるか」を明らかに  

年生清一メスウマネジメント、ケイパビリティ支援  

βひた鵬ほりのつながりをみる、近隣■家族のつながりを切らないように等  
民生費農F児童委員   0き 

る細ないÅに対応も生活鯛をず棚♭篭く支援  

臣サ戯ビスヘの．アクセス支援  

払サ酬ビスと生活の総合性の関係整理  

牧草支援が利用者でなくボランティアとして参加する形   

召サ仙ビス利芦削三菱右されない地域との関係づくり 等  

・・汀卜   



テ聞∇と主な意見  既存施策の♭ビュ仙  

0要支援者を含む地域のÅ々に対する働きかけ、地域の活動のあり方につし㌔て   

簡助けられよ手数宵   

は知識の正しい周知、事前の認識   

駒災賓時支援等にもつながる日常の顔のみえる関係づくり   

顎地域が持つべき機能（発見、相談、見守り等）を情報面から考え直す   
た新しい互酬性の仕組みを考える   

ぉ監視から見守りへ   等  

臣テ馴マ 
：地域福祉を進めるためのシステムのあり方に＝沌耳管  

～地域福祉を更に発展させるためにはどうす紬窟よ♭もか慧  

〈主な意見〉  

0地域の範囲について   

群地域の支え合い単位は50憮滞くらい。専門職は7瑚8千Å位。 等  

琶ネットワⅦ到こついて  

官位民同士の横のつながりが重要  

Ⅳ関係機関（者）の定期的な会議の開催  等  

0見つけにくい≡職ズの発見  

続小地域での相談の必要性   等  

0専門職や事業者との関係  
現車業者は地域福祉を推進するワ糊力棚や機関と連携するこたが必要  等  

琶活動の拠点  

虎拠点の確保により、住民が気軽に集まり、問題の共有がで馨る 等  

こ．．トIi．ミ・蔓   

11／／瑠9  

（月）  

福祉甘山ビス利用援  

鞄域福祉計画   

農地域福祉の更なる発展方策について   

応：ヨ馳血ディネ脇夕鰭の専門性強化 等  

0地域福祉の役害附こついて   

薫制度でカバ嘲されない部分を解決する仕組み作り  
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既存施策のレビュ叫  テ胆∇と主な意見  

監予価マ：住民参加の推進に恐け引   

く豊な意見〉  

0なぜ地域福祉に住民参加が必要か   

鯵住民は深刻になる前兆をつかんでおり、そうした情報ネットワ脚到こサ酬ビス等の情報が克っ℃   

齢け闇㌔飾げヰにうまく乗らないÅをサ出ビスにつなぐ芸とができる。   等   

∈〉住民参加の担い手とはどういう人たちか   

殴ご近所での活動の主役は世話焼きさんであり、そうした人の多くは女性。 等   

0地域福祉において住民が力を発揮するためにはどのような方策、仕組みが必要か   

騨退職者がリタイア後の準備行動を起こす場合、多くの泉が行改発行の広報媒体（市報、区報等）  

を活用。  

司≡巨細ディネ山容醐の専門性強化を国が支援する必要があるのではないか。 等   

0計画や社協、共同募金、民生委員、地区活動等における住民参加はどうあるべきか。   

（計画）  

辱計画作りだけでなく、推進段階においても住民参加を進めることが必要。  

（祖協）  

世評議員の選出基盤を変えることで、社協や民生委員の活動が変わり、地域づくりの£ネルギ此   

につながることもあるのではないか。  

（民生委員）  

昏地域の申の皆で民生委員を選んでいこうという機運を作ることが必要。   

（地区活動等）  

田中間集団と自治会町内会との連携が、ヨミまニティの協働性の向よにつながる。  

等  

0住民と行政との関係をどう考えるか  
応NPOやボランティアが、行政のひも付きや肩代わりにならないようにするべき。  等  

ホラー．′、∴イ∫′   
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第6回研究会の論点  

監テ舶マ ≡ 地域福祉活動を支える財源曹≡慧』箋ぞヨ  

◎地域福祉活動を支蒐る財源をどのよう百≡確保ずるか  

・、∴さ、せトj∴き享：二した互卜寄付意識が根付くか  

◎寄鰭を俊ずため曹芸怯も異同募金などの既存⑳佳組みをどのよ剖芸三乗ずれぽよ転戦のか  

⑳   



これまでの意見の整理  

■「地域福祉が取り組むべき課題について」に関する意見   

■「地域の要支援者への支援のあり方についで躍関する意見  

那地域福祉を進めるためのシステムのあり方に剖、で』に関する意見   

■「住民参加について」に関する意見  

厚生労働省社会宮援護局  

地域福祉課   



∴∴二∴守■藩薄摘㍉  

0 孤立しやずいÅ々   

国 費鼻者。特に申年実年を含めた男性単身者。   

蜃 ヨミュニケ愉ションが難しい人、自分から生活を壊しでしまう泉、虐待しでいる自覚のなら、泉。   

闘 周りとうまくいかない人や周囲が迷惑と感じるようなÅ。   

汚 介護に追われて』、る、卿人親世帯など（必要があるにもかかわらず）地域との関係を持つ余  

裕儲ない泉。   

騨 同居家族により虐待されている人。  

○ 孤立して』ヽる子育て家庭。  

◎ 身近な相談者、生活変化を察知してくれる関係を持たない蜘Å暮らし句高齢者障害者のみ世帯。  

0 日常的なつながりのできていない災害時要援護者。（高齢者も障害者毎日本譜のわからない外   

国人など）  

0 日本人と同様に生活課題をもっているが労働問題に規定されており問題が複合化忠君いる外   

国Å労働者。  

昏 虐待被害や消費者被害にあっても自ら被害を自覚したり訴えることのなb、Å々 。  

¢ 家事ができな』篭亀幽鬼暮ら』になるた生活ができない男性。  

り暮bし、あるいは家族がいても支えにならず、その上、地域から孤立していたり、判断能力  
十分等により自ら問題解決に向かうことができない状態にある人々澗題解決能力が不十  

・・J家族や友人、地域などの身近なセイブティネットがうまく働かない状態にある人々j  

ート   



・・．・r∴－∵・妄・；∴ ・；こ・・．－－－・妻一′ト・、ト  

、i制度の狭間にある者（地域の要支援者）   
0 問題解決能力が不十分かつ家族や友人％地域などの身近なセイブティネットがうまく  

働か魔㍍状態にある丸々への対応。  

2巴既存施策では応えきれぞいないこ陶窯   

◎ 紗とり暮らし高齢者や障害者等のゴミだしや電球の交換のような「時々」Fちょっとした己  

魁儲手伝い。   

◎ 要支援騨要介護にならない軽度障害、病気や怪我による㈹時的な要支援状態等にある   

Å々の買物や外出支援などのこ榊ズ充足。  

二j 地域の意識から生まれる問題   

◎ 自死遺児、難病家族など少数者への地域の差別偏見卑無理解。   

◎ 病院や施設からの生活移行を受け入れる地域の受け皿づ宅り。  

尋琴線禽的な対応の不幸分きから生まれる問題   

0 要介護者と精神障害者、βVと芋ども払、うような複合的な課題のある世帯に謝し％責  

任を持富首複数め制度を組み合わせる人がおらず、ひとつの家庭を支えき覿濡甘嗜錆㌔  

L ．。一、、．】．．  
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ごこ饗寛終審ノ〆■さ、＼昭窯嬢臆戯魁曙感畢な視点百芸開ず感激愚詠   

田サ叫ピ呆を利用する動機は、身体が不自由で食事を作れない払㌔うような、提供側が想定し   
ぞ齢思理由だlナではなく、サ剛ビスを利用した方が自分で行うより経済的だからとかや自分で   

行った経験がないのでできないからといった理由が含まれていることもあるので、そもそも主観   
盛での自立出豊何鍵   

屋恕風≡閥必要がある。  

田 自分で生活に必要な≡とができるように  する視点が必要。  

日 生活曹メ呆タがどこにどの位あるか、「生温炒巨」が東事。生活賦私訝認ネぷ凄毒   

緋訊が軌拍専が必要。  

i．さ．ぺが  うぎ≡する必要。   らて：、■†≠二・＿＿二＿   

田 引き這もりの泉でも3Å位は接触できる泉を持っ竃♭篭るもの。   

朗鮎腰係を剋必要がある。  

－3・・・  



〆謹鷺寛嬢審く㌦¶も丸爵窯撰爵鼎俸純な憲法百芸開ず愚意魔諌  
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が重要。  

心を病ゐ竃い患介護者乳助吐観遡魔塵が必要。  

ポ虎ヂ訟臣は％F星蜘。  

■堅息基⊇塵豊三並盈婁  で済むことがた≪さんある。  

（事業の頻度より）痩地這皇が大事。そこからつながりが生まれる。  
骨もそも戯羞塵腹なぜ起  必要。（サ触ビスへのアクセスとの関係等）  のかの   

壊＝ピ．竣 重援が必要。  

その先の生温全軌應（主治医のような仕組み）が必要。  

若年認知症革のようなサボ叩卜されることに抵抗感をもつような要支援者の場合、デイサ晰ピ   

鼠臆も利用者としてではなく％ボランティアの位置づけで参加するなど戦塵金姐出藍   

魁豊艶娃亀二塁象組組も有効な方法。  

0（介護家族同±の出会いと支えあいなど）皇室豊慶地 豊艶宜。  

◎ 骨脚ピ鼠は、（意図する）特定の目的だけでなく≠見守り等その他の機能も併せ持ち（機能が  

広が削牒堵射ものなのでもサ肋ビスと生活の総合性との関係に  ・二）い一仁愛理が必二乳  

い ミ、∴i・ヾルjサ、、、・ビスを利用すると地域の・・rこノ了：i：卜…マルネ、．ソトリ・－－ヤから切れ、．（－．メニj・、“、デ   

ブ』）菅馴ビスの利用をやめると（フォ剛マル）サuビスのネットワ輌タから切れてしまう。豊＝藍   

盈鮎が必要。（芝虹鋤ビスのネッ巨習て象藍艶塊  

をつくる必要性）  叶卜∴′ノ1卜∴亘：ルネット   

－4－   



1豪糞緩薗を禽恕‡鰻壌⑳鬼磯匡芸封ずる働き劾篭暗も鰻磯辟清勒辟轟り蒸暑芸綿ず愚意魔誕  

佃鱒翔儀瀾汗乳酪療磯感懐鳩脛  

0 ∈自分から）助lナを求めさえずれば9割は助けてくれるもの。（助ける側め体制だけでな≪、む』  

が必要。  

◎飽書艶独担凰盤が大切。介護者になった時に過剰反応しな宅てよいように   

広ぼ管鉢㍍通が必要。  

◎災害時支援にも防犯にもつながる日常の顔咄が必要。  

など地域が持つべき機能を  すことが必螢。  

∈∋ 農守るとい  。監視と見守りは紙鵬重。監視から見守りへ。  

◎整地畳む現実。そ袈重みんなで支え亀≡とが必要。  

0福祉が高齢者和むでも豊寛掛る。予どもの湘軍愚   
ぬ塵＞這起が必要。  

ヒ具体的事例】  

（社 協）  罰 か地域の見守り訪問やいきいきサロンで⑳顔みしり関係が日常の関係に慧ながっ  

でいるー，  

∈≡鷹帝） 陪 電球交換など隙間サⅦビスを1時間柑0円で行う「ちょ這っと普酬ピ呆』。  

應 傾聴ボランティアなどF訪問させでもらう」取組。  

∈すずの会）野 見所しぞも参加できるミニデイサ嘲ビス。Å所しでも訪問し関係を切らな』箋。ケ  

ウ呆へのF押しかけデイ」。地域のÅが利用できる特養内の喫茶店。  

気になる人を・人以上入れるご近所サ・‥シjL・「ダイサモーンドゥラブ．…。  

（常盤平団地自治会）繊安心登録力榊ド、安否確認活動、緊急通報体制（孤独死㍗相磯右  

ー▼15－   



．、∴ ∴∴・・．・こ、√－∴．・∴  

ヨミュ三ティ施策も地域包括支援センタ柚笥地域福祉計画、その他の蔓性芝避藍皇義盛埜畳恕議   

論必要。王ヨJアをすべて畑致させる必要はないにじろ、合意形成が必要。  0 墟威風真底あ雌 。中学校区は乗きすぎでか   

学校区はかさすぎるので、それ以外の基準として腰示すほうがよ♭箋。  
○ 芸者プアほw応示すが専業際には曖昧がよく。豊墾A慶，哀願願慮憂患二鼠蔓考えるべ蓉。  

監具体的事例ヨ  

（伊賀市）旺 圏域5層（①市域、②旧市町村域、③住民自治協議会単位も④自治会や地屡社協単位争  
⑤自治会の絶や班）のうち、第3層の住民自治協議会を住民が最も活動しやすしも範囲で  
あるとして福祉区と位置づけ。  

（宝塚市社協）臼 ヲつのブロック（Å口3万人）と20のヨミュ三ティ組織（か学校区程度右太目笥万人）を  

地域活動の基盤とし、7つのプロッタごとに地区七沙夕間を設置  
∈三鷹市）既 習つのヨミュ＝テイ（中学校区）に市民運営のヨ霊ユ≡ティセおタ榊を設置  

∴廿賢ニ   



・ ∴ ′・・・∴  

義盛担．拉藍  ミ、‥J   、かなりのことができる。  
① 組織に見ると自由に言えないことが雌辻鼠皇亀⊇豊艶  、できる。  
田共通理解を高めるため、息臨地区社会福盤 藍亀鑑蓋塞塵 劾笠課題に取り   

組む≡と。  

⑳ 関係機関との  Jで針ここ～一－ズ把掩、   

情報共有、連携。  
0藍簸蕊廟堂盈（をするための取材を）通じて専門機開との関係づくりができる。  

ということを続けることで句民生費最との関係が強まる。  田 民生委員と   

i∴〉 ＿塗．濃周域、専門担．当音レうノし、代表煮上どゝルの会議開展＼対応体j臥 、  

E具体的事例】  

（常盤軍団地自治会）思 自治会、地区社会福祉協議会、民生費農の役員の兼務。  
疲 地区社会福祉協議会の評議員に地域を構成するあらゆる団体に泉っ貰もらう≡と。  
醐 自治会広報誌の発行。  

（伊賀市社協）頗「伊賀相談ネットワ伽ク」（毎月開催、民生費最勘払配車相談員、法律、外国Åこ福  
祉、医療、警察などメンバ棚約40名）。  

毘 3ヨのレベルF生活圏域の地域支援者会議㌦専門担当者レベルの地域ケア会議」  

許代表者抄曳船の地域福祉推進委農会jで検討し対応する地域唐アシ呆テム。  
（すずの舎）絨「野川セブンj（地区社協も町内会、民生委員、介護事業所亀施設、行政等別間棒儲  

関係者ネットワ戯タグル膵プ）。  
行政＄唐芋冒ネがヤ問、事業所、地域包括支援セおタ闘等との定期的なケヂ会議。  
這とあるごとに何度でも集まって話し合う。  
介護情報誌の発行。  

ー7－   



．－■i・・．－∴．；・・拝キー㌧こ・、、∴一卜  

√．ii針こきけい′いこ岬：ギ」も実際は  盈。行動を起こ♭に≪いだけ。  

0．藍盟這藍  。（制度で応えられないこ触ズを見る必要）  からはみ  

く．ノ・小学校区、では広ぐこ見えない。町内会も500世帯では見えない。住  孟昌象ら盈盈愚息  

0 住民ほ深刻になる前兆をつかんでいる。塵民胞貰   

いけは、民生委員等のル・－・卜にうまく乗らない人をサ・－＝ビスにつなぐことができる．．  

0 蔓＝過ご近所から組み立てなぁ宜（ご近所社協づ≪り）。  
0 福祉が高齢者中心になり子育て家庭の悲鳴や虐待提岩屋していな』、〈もっと目を向けるべき）。  

0 屋盗塵凰誠適撰凰乳芸通がる拉丁卜を確立する。  

とは、ニーズの発見につながる。  く，－さ －・巨ソ＿i－；～∴－・李  

検討．．．  言．〕ニータ   
0 発見、相談ち見守りなどを   

⑳ ケア論だけでは地域ケアはできない。小地域活動とめ関係が乗切でありち   

必要性がある。  

監異体的事例選  

（伊賀市社協）田 地域福祉の圏域5層のうち第1血4層憲でで相談に乗れる体制を作ろうとしで』もる。  
r 民生委員に、困っている人を探すことと（社協に）つなヾこことをお願いし、解決まで  

伽緒に行う。その結果民生委員との関係も強爵軋社協に情報がÅるようにな∋た。  

－8－・・   
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－1卜   
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ごこ親機磯観霞這お監ぎ篭驚佳民意電顛奮発揮ずるため曹芸は歴の歳事な潜策句放線みぬ電必驚か誕   

滴鞄鞠僻見雛割  

田起会農産盛温組活動魅旦臣になる。  

◎（退職者の場合）排撃イ㈲聾鹿箆励が活動め方向性を決める。  

も必要。  

田（退職者⑳場合）屠婚イア直後め準備行動では、患慶應盈象盛観娃儀j養親慮温慮   

されぞいる。  

◎（退職者の場合）探索行動を始めるきっかには、広報媒体や  

ブミ：こ、が、  

0（退職者の場合）退職した途端に地域で迷子にな地こと≡そが尭事。戦   
後に慧≪り上げたライフコ間スを解体するというところをまずやる必要がある。地域に出ていくと  
きも．戻るという姿勢ではなく、初め二∈参触させ工いただく  のだとし  .O 

8 塵豊艶弘一誘われて参担したという人が圧倒的に多い。活動の申にÅってもらうようにずるg≡  
ほ相当  なのではないか。  

羞／．葵條発膵ず呼義詔簑へ稜線みき  

√、．ii．ミj嶺・的   でないといけないく‥  

るムが欲しいハ  

するボランティアヨ闇ディネ幽夕他の役割が重要。  

ー13－   



0社会参加は枠を誰かが用意して、その中に引っ張り込んでくるのではなく、畠金藍患翌盈盈笠   

塵塵窪地避恕を議論すべき。  

0 雷』タイア後の高齢者に対して自治体がアブロ叩草する際にもつべき視点は、①定年退職後の  

活動を生涯学習として位置づける生  や ②高齢者が地域で  

義視息ち③講座の後、OB会をつくるなどj判駐独を重腰豊違盈点、④図書館、博物館、東学の  
公開講座など  

盈祝意且⑥修了証の発行など  _1 ⑧ネ、ニ′トリー・、クが  
充実して地域が安全円安心i  なることによって経済活動が向上するという   

iキ1視点、（雪）  

姐 0地霊盤璽腰塵活   
劇上嶋い組織と漉し）組織の違いは論点。  

0 男性が参加する場合に、男性社会のロジックをそのまま地域活動に持ち込むケ醐呆が多しもが句  

とは遅う地域¢フラツ  が必要．J  

◎（高齢者や退職者の場合）世代間のギャップ∵男女間のギャップを乗り越えるにほ  

整芝長塩後金にもう剛酬回導き入れてぬ甘る真贋が必要。（福井県の子育て支援活動の事例）  

○ 芸れ意で』篭ろいろなÅにお世話になってÅ生≡こまでやっできたのだから、   

恕疫追．勉追毯ようにしてほし』、。  

◎ 活動に参加してきたÅが遮の克た琶  か のアイデアが大事。  リク叶∵‥卜し－、、●・く．る   

Q 有償性を見直すなど胤い）互酬性但蛙鰻重を現実的に考えることも必要。  

が有効ではない億㌔  ¢（退職者の場合）社会参加には、  

ト ∴ル∴・・人、柑セン針・…が   参迦坦豊宣虹仕上宣ふ．ミ．一巨ミ．；i…  

磨もある。また。ニッチの産業としての福祉商量丞のような≡ともある。   



£灘閣や故協薫。、燕開幕塵1民生費巌＄鞄匿活動等ぎ芸お拷愚健鷹番凝冒怯ど彗轟る鵡蓉か：湊  

；・．・さ  

◎地域福祉計画では、計画作りだけでなく推進齢盈ことが必要。  

8亜艶地でどのように計画を作るかということでは、①自治体はその別   

嘗のデ触タを全部出し、住民が自分たちの地域のことを本格的に議論できるようにすることが必  
要、②防災の問題は福祉と密着しており、  

ぞ≪るのではないか。  

するとさまざまな問題の見通しができ  

◎ 敷地魔豊艶 艶画と地域福祉邁軌言帽紅麹域題祉計画が   

自治体♭ぺ飽に反映されてくるのではないか。  
象になればち住民活動が  

ことで社協や民生委員の活動が変わる、地域づ   

≪りの孟ネルギⅦにつながるということもあるのではないか。  

規塞は、社会福祉法の前身が社会福祉事業法のため歴史的にも事業者   

団体のクラブのような性格が強く、珪民象艶毯温動線。今、地域福祉の基盤と』  

竃恥地域団体も自 、 町内会等や様々なボランタリ州な動きがある申習も量  

産雲煙邸現行のままでいいのか。  

祉協議会の位  

◎ 経済界も商店街、生協、社会・教育関係団体JNPO関係の参加ぎ≡ヨら、では、理事嘩評議員だ悸で  

なく℃塞豊艶騨＼が重要。  

叩15－   
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t資料彗l  

地域福祉活動を支える財源につ㍍ 竃  

厚生労働省社会欒援護局総務課   



「血叩伽肌仙仇■¶Ⅷ  

地域福祉活動を支える財源についで  

‥一ト   



寄付をめぐる現状についで   



寄附金税制について  

F新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」   
・～平成－17年6月 税制調査会 基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーーキニノブtゲル・、ブ   

寄附金税制のあり方  

寄附金税制の見直しの基本的方向  

わが国の現行の寄附金税制は、（i）囲も地方公共団体に対する寄附金㌧＝＝指定  
寄附金、．（iii）特定公益増進法人に対する寄附金、（iv）認定NPO法人に対する寄附  
金等の区分に対応して、個人ないし法人が寄附を行った場合、各々の課税所得の計  
算上、麟定限度の所得控除ないし損金算Åができる仕組みとなっている。こうした畳  

旦発展 轍豊艶塵塞課税壬 ±圭判＿益圭 減産ヒ三宝も、＿星鼠但生益虫孟劫 に資質  

亀遡 射るものである。このた  
め、真に政策的支援にふさわしい公益的な非営利法人を厳格に絞り込んだ上でも税  
制上の優遇措置が適用されている。   

しかしながら、Fわが国経済社会の構造変化の『実像』について」でも示唆したよう  
鰯 に、返蜂 墨蜃皇腰  

経渡観 
望奥鍵垂重畳金蔓ニ  

ー・ギに艶昼ヒ乏壷盈艶三屋塑旦あ墨辻金主星亘捌幽魂工1．ミ息∴  
ニうした申で、蔓れ睾でに尊くノ長蛇  

その主たる担い手が公益飽な非営利法人であ軋禰  

也2趨   



・一：う・、   



寄附金（個人■法人）に関する日米の状況  l未定稿l  

上  

車車尊家帥毎の1年間の平均的な寄附食㊥親郎噂密   

（2由2軽〉  

日 本   アメリカ   

帝 大   乱1軽妙陳円   監監尭軌9芝0億円   

諷¢由健円   1兆摺．監帝苛億円   

7．281億円   監ヰ飽5．174億円  

監．竪冒5円  

（出所〉恕車名「象軒閑豊年報仲戚柑年）百監計鹿渡矯き絆栂緒異義く時世帯〉J  

：．づ之uドル  

（出所）F彗開府舞読後余給食研究所「駅嗣‖鮎制頗海豹押印甜覧釧転＝ぬ128」   

鮎登厳念塵魔鏡  

（出所）鋏海野ピーぬ戒鮎缶触F財田（2脚1年〉  

（20tI7年1月）  

（鹿）1ド甚琵‖7剛平成柑卑¢月軸柁尾の墓串外閻為替相場）  
寄附金環蹴倒人及び法人の零尉▲凱陸鐸である。抽、日本の飼Åの零鰐金控除額ほ申密閉穏の計算で艶軋鹿柑申督郵蕊禽僚貌でも鳴い巾  
密た、米閏の寄附金線除懐には．疾職印捧への寄付金分も食詰れている。  

㈹所）釈S（倭人は倉腑5年．猿人は2脚年）、闊観汗（平成17年）  

※政府税制調査会企画会合資料（平成19年10月12日）より抜粋。  

岬4q   



国 名   日本  アメ  リカ  イ軒  Jス   

募金団体名   共同募金会  ユナイテッド、零  ウェイ  チャリティ援助  財団（Charities  

（U旨■1itedWay）   鋸d Foun（ね  tio11）   

募金実績額   266億円  31．7億ドル（3  487億円、1ド 9300万ポンド（1  63億円、1ボン  
ル＝1柑円とし  て計算）  ド…1謂円として  計算）  

（1995年度）   （1994年度）   （1992年度）   

国民所得   37名兆2耶7億円  5兆9542億ドル  （654兆9590億 5368億ポンド（9  3兆7980億円も   

（1995年度）  円、1ドル＝110  円として計算）  1ポンド＝175  円としてj汁算）  
募金：方法  戸別募金羅ER㌫場喧騒…… 68．4％ 会社の従業鼻の  募金・＝52．0％  ヨペナント（個人  トらE‘R24．7％  

街頭募金…覿…冗…… ・2．3％ 法人募金…＝q  ＝・＝・ ■22．4％  g′   （法泉  ）＝＝巾1Q．8％  

法人募金・…一成…＝曹＝＝ pり．1％ 政府職員…・…円  ・絆せ『…ヨ 11．2％  単独寄付（個人ト  ‥‥‥ 11．8％  

職域募金………… …3．7％ 専門職の寄付書由  ‥‥＝＝茂．4％  タ′ （法人ト  ＝・r‥ ・A3％  

学校募金・口……R…＝ 1．9％ 小企業の寄付＝  ℡遍－Ⅶp艶…2．4％  給与天引き寄付劉  白F繹‥カ 柑．8％  

興業募金………・瞳…・0．4％ 戸別募金・……  屯……罫… 2．6％  その他寄付（個Å  ）…申買屏 14．0％  

その他＝＝・¶巧嶋呉…F… 9，2％ 財団からの寄付  ＝・鯵鹸∝t61．0％  ′′   （5義夫  ）…‥。23．6％  

（1995年度）  その他の寄付…  ‥‥‥‥6．0％  

税制上の優遇  

措置   限度とする）柵1万円が 課税対象所得か  ら控除される   に対して寄付金i  ニ閲し、寄付者  

所得税の課税対象所得   の税率にしたが  って計算した税  

額から控除される。   親相当二鎗を内閣  歳Å庁から還付  

②寄付額（所得の25％を  きれる   

限度とする）相川万円が  

額から控除される  

‥番付額が全額損金扱い  法人畔… 所得（》10％まで法人税   住民税の課税対象所得          になる。  の課税対象所得から控除される   
燕「みん庵ヤ緒に生きてゆく剛共同募金運動50年史細」（社会福祉法Å中央共同募金会、199冒卑）p205より抜粋。   

ただ』、F儀民所得」は、F財政金融統計月報第2＄8号」を用い、厚生労働省社会岬援護局が推計。  

臨5w   



寄附金の  国。地方公共団体に対する   特定公益増進法人に対する   
指定寄附金  

寄附金   

認定NPO法人に対する笥   

区分  言  
寄附金  附金   

＼   

・公立高校  ・国宝の修復  ・日本赤十寧社などの特殊法人   特定非営利活動を行う法人（NPO  

‘公立囲審館  など   ・オリンピックの開催  ・公益法人のうち科学技術の  
法人）のうち耶定の要件を満たすも  

ー赤い羽根巣南裏金  
のとして国税庁長官の認定を受け  

試験研究や学生に対する学資  たもの   

一私立学校の教育研究等  の支給を行うもの  

ー国立大学法人の教育研究等   ・学校法人  

など  ・社会福祉法人 など  

所得税   「寄附金（※ト5千円」を所得から控除 ※総所得の40％を限度  

法 A税   全額鰍  
（所得額の2．5％□を資本等の金額の0．25％）×1／2）   1   叫顔の寄附金（注1）とは別に、以下を限度として損金算入  

相続税   乳∵億の公益法人、認定NPO法人等に寄附した相続財産は、那眩して非課税  

（注）   

1，椚趣の寄附金とは、法人の支出する寄附金のうち、国辱に対する寄附金、塙定率附金、特定公益増進法人及び穏定NPO法人に対する寄附金以外のもので（軒野禽額の2．5％＋簡本革の金額の0 

25％）×1／2を限度として損金算入される。  

2．個人が法人に対して土地等の資産を贈与した場合には、通常、資産の態渡があったものとみなして所得税が課税きれるが、公益の増進に著しく寄与する公益法人執こ対する贈与琴で、国税庁長官の  

承認を受けたものは非課税。  

3．公益法人、NPO法人に贈与又は遺贈した財産については、相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる鳩舎を除いて相続税又は贈与税は課税されない。   

※財務省F総務省資料に基づき厚生労働省社会，援護局作成（平成19年4月）  

、・（二、ト・   



寄付を促す仕組みにヨいて   



寄付する動機（仮説）～人はなぜ寄付するのか㈲  

泉ほ、限られた予算の申で、自分の満足度を最大化しようとする⑳  

寄付ほ、開見、直接自分の満足度を上げる経済行為ではないた鷹㌦通常で  

あれば、寄付を行おうとするインセンティブはち生まれない憶ずである。  

寄付する人間は笥存在ずる。  

・イ、   



頂0のお金を使っ罵∴15の満足度を得られる商品と、5の満足度を得られる商  

品を比べ寵場合、職般には％人は15の満足度を得られる商品を選択する。  

寄矧ま恥他者に対し金品を贈る行為であるためちⅦ見も直接の満温度は低㍍  

ものぎこ封』で、お金を使うかのように思えるが、違うのではなb、か。  

限られ寵予算制約の申で、持てるお金の使い道としで寄付を選択ずる場合も  

泉ほ、他者に対しでちそのお金を贈ることを考えるのではな≪笥お金の使い道と  

』竃海最大の満足度が得られる使い道として考えでいるのではないか。  

寄付ずるとb、う選択をする≡とは、他の商品を買うのと同様曹≡喝自分のお金を  

使慧雷鳥愚衆め満足度を得られる寄付という商品を買うとb㌔う≡とではな♭ヽの3  

・∫∴うよト．，  

－8曙   



どう』たら＄Åは、寄付という商品を選択するかを考えるべきではなし、か8  

寄付を魅力ある商品として受け止めてもらう雷≡は、どのような方策が考兎ら  

」るのか√、  

監長期的課題】  

0 寄付が自分の満足度を高める商品だということになるには、寄付に価値  

があるとい増意識が根付かなければならない。どのようg≡じで、意識を根付   

かせる≡とができるか。  

監短期的課題ヨ  

0 寄付を消費者の購Åずる商品だと認識した上で、共同募金など既ぎ≡ある  

寄付の仕組みにどのような工夫を加尭る≡とができるのか。  

、、－－  一山＿、．＿＿＿．V＿．＿＿仙＿．一ノノ   

鯖9聯  



寄付を促すための長期的課題と短期的課題の関係  

【長期的課題】  

寄付意識そのもの  

を根付かせる。  

鵬10－  



日本における寄付  

キ慢呆淋致が文化として根付いているような諸外国に比べで、寄付する機運が  

低㍍潅いわれる日本においても、共同募金（赤い羽根）めほかにも積極的に行  

われ苦らもる寄付がある。  

日本における寄付の実例  

①盈ニセヲ（日本分）168億円（平成18年度）  

②ナ′ショナルトラストFトトロのふるさと基金」3鐘3億円（平成19年9月までの累計。）   

頂 宮崎駿監督が映画Fとなりのトトロjの構想を練った狭山丘陵を開発から守るため、皇他の買   

い取りの資金を、寄付により集めている。  

③寄付条例 全国2ヲ市町村におし1て制定（平成19年相月現叡  

・・地方公共団体が条例を制定し、条例において提示したまちづくりなどの複数ノ∴－∴l・い－i二∴紬‥．し’   

市民が自らの望む政策メニュ蜘に寄付することで、政策の実現を図るもの。市民が寄付とb、う   

形を通じて、直接政策を選択することができる。  

●●－   

－  

、一、11・  



羞記の①～③に共通しているのは、自分の行った寄付が、具体的にどのよう曹≡  

役立慧のか～わかりやすく表現されていて、商品としての寄付という位置づけ  

が確竃潰れ竃いることQ  

①豊≡せヲ（日本分）  

たとえば…皆様の募金で可能な支援例  

3，000円のご支援で10人の子どもにスケッチブックと8色のクレヨンセットを提供することができます。  

5，000円のご支援でマラリアを防ぐ蚊帳を7張り提供することができます。  

1柑，000円のご支援で はしかのワクチン603回分を明達することができます。  

②ナショナブ』トラスト「トトロのふるさと基金」   

1Åが3808円をナショナルトラスト「トトロのふるさと基金」に寄付していただけたら、葉書サイズ～畳半分く   

らら㌔の土地を購Åし「トトロの森」として永久に残していくことができます。  

③寄緒条例  
寄付を行う市民が選択できるメニュ鵬。  

0 保健福祉の充実に関する事業  

◎ 呆ポMツ振興に関する事業  

0 自然環境の保全に関する事業  

＼、、言に関する事業  など  

、－－ ‥ ■   

、、■に：－l   



／   

自分の寄付したものが、どのように使われるのか実感でき、それが自らの喜び  

となるのであれば、寄付の満足度は高まり、人が自らのお金の使い道として、  

商品としての寄付を選択しようという気持ちを起こさせるのではないだろうか√．．  

一隠  



2007。12．14  

これからの地域福祉のあり方に関する研究会  

寧寄付文化の振興方策について  

■募金、寄付のあり方について  

花王株式会社 コーポレートコミュニケーション部門  

CSR推進部長（兼）r社会貢献部長  

嶋田 実名子  

1．   企業の寄付を含む社会貢献活動の現状   

－05年度目本経済団体連合会社会貢献活動実績調査より】   

・主要408社 社会貢献活動総支出1，444億円（内、寄付総額1，013億）  

1社平均 3億5，400万円（内、寄付 2億5，300万円）  

経常利益比率  1，38％  

分野別支出比率BEST5  ①教育・社会教育  

②文化。芸術  

③学術・研究  

④環境  

64．4％  専任部署もしくは担当者設置企業  

日本経団連の社会貢献推進委員会、社会貢献担当者懇談会  

1％クラブの活動  

災害支援のあり方の検討（経団連。企業・NPO／NGOの協働）  

花王の社会貢献活動  

活動の変遷  

80年代  利益の一部還元、陰徳こそ美徳  

90年代  情報開示、戦略的活動（事業活動と関連した活動）  

2000年代  CSRを意識した活動、キイワード一地域貢献。  

NPO／NGOとの協働  

ボランティア  

活動の位置づけ  社員の行動倫理規定に位置づけ  

「社会・文化活動を通じて豊かな社会の実現に貢献すること」  

統一テーマ  次世代を育む環境作りとひとづくり  

重点分野  □環境（みんなの森づくり活動助成・みんなの森づくり応援団等）  

口数育（花王8教員フェローシップ。理科実験講座等）  

□芸術文化（バレエ協賛・花王「ミイニティミュージアム助成等）  

社員の参画意識の醸成  社員による寄付組織「ハートポケット倶楽部」と  

その他の福祉支援  口情報のバリアフリー活動（ボイスガイド、点字シール）  

□福祉施設への製品寄贈  年2回 520ケ所  

2．  

＿1＿   



2007．12．14  

これからの地域福祉のあり方に関する研究会  

マッチングギフト  

3．   企業の寄付活動の変化   

① 思いつきから戦略性へ⇒事業領域を意識した寄付、寄付額の予算化   

②透明性の確保⇒自社の社会貢献委員会、寄付委員会にて寄付を決定   

③説明責任⇒寄付のガイドラインの策定・お付き合いや習慣的寄付の削減   

④新しい仕組み作り⇒・社員による寄付組織の設置  

。特定非営利活動法人「市民社会創造ファンド」や  

地域のNPOの中間支援組織の活用   

⑤ 寄付より自主プログラム  

以上  

亡亭ゝ   



2006年12月6日  

（社）日本経済団体連 

社会貢献推進委員会。γ％時期㌧酌爾タラ訝   



ざ・（－≦  十  
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櫨暖め臆  

貰勺 調査概要  4
 
 

露。支出調査結果  

1．社会索敵活動支出額  

望．経常利益額等に占める比率  

3．社会貢献活動支出額と経常利益比の推移  

穏．内訳（分野別支出比率、寄付金軽、自主プログラム経費）  
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誼．意識駐制度調査結果  

1．企業の社会貢献活動への取り組み瞬意識  

望，社会薫献活動推進のための社内体制∫制度導Å状況  

3，社会貢献活動に関するコミュニケ鮒ション  

射 社員のボランティア活動に対する支援  
5凸 愛業財団（公益信託）  

6中 臣dPO b NGOに対する支援一連携  

プ．寄付金税制、公益法人制度改革等  
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三三丁子三．≠ギヒ喜・、．＿   

日本経団連では、焉＿991年から会員企業と1％クラブ法人会員を対象に、「社会貢献活動実績調査＿王 を行ってい  

る。今年は3年毎の大規模調査6回目の年にあたり、毎年実施している文江iと活動事例の調査に加え、意識調査  

も実施した（〕質問事項が多岐にわたる調査であるにもかかわらず、回答社数は447社となり、前回の大規模調査か  

ら‖叩社以上増えた。担当者各位の本調査へのご協力に対し深く感謝申しあげる。   

今回の調癒結果では、社会貢献活動支出額は総額j＿，444億Pほ前年度比で4．2％減少したが、1社平均は3億  

5，∠旦0牡万γ二lと0月％増加した。このうち、1％クラブ法人会員142社の平均支出額は8億重，100万円となり、バブル期  

の199埼三度（9低3，900方円）に次ぐ歴代2番目の額となった。支出額の対経常利益比は1．38％－と前年度に比べて  

0．37ポイ．ントドがったが、これは、経常利益額の1，社平均が調査開始以来最高となったことだけでなく、金額  

ベーれ ス（け隼間予算制度を導入した企業が増加したことも影響している。 1990年以降、厳しい経常環境の中でも肝一  

定規模の社会貢献活動を維持してきた企業の実績と経験が、制度にも反映されつつある。   

意識¢缶り度調査結果には、企業の社会的責任（CSR）の一環として社会貢献活動を位置づけ、積極的に展開し  

ようとする企業の姿勢が色濃く表れている。 「CSR元年．．」と呼ばれる2003年からの3年間に、半数以上の企業  

が社会貢献への取り組みを強化しており、「基本方針の明文化」「専門部署や専任担当者の設置」「社内横断的  

組織の設置」など社内体制の整備も大きく前進した。社会貢献活動の情報開示も進んでおり、「広く1般向けに  

開示している＿j と恒卜答した企業は、1993年度には3割だったが、今回の調査では7割に達している。インタb－－←＝【・  

ネットl二での情報提供、CSR報告書等への記載も進んでおり、ステーークホルダーから意見を聞く機会を設ける  
紋業’鉦旧てきている．〉，   

今後、各社が／企業活動全体の中で社会貢献活動を戦略的に位置づけ、ステー▲クホルダ㌧汀Ⅳ－・と連携しながら、さら  
に大きな社会的成果を生み出すことを期待したい。各社が説明責任を果たしながら、知恵と二1二夫を凝らして独自  

件ある活動を着実に展開していく上で、この調査結果が一助となることを願っている。  

2（106年12月  

社会貢献推進委員会委員長  

j．（％クラブ会長  池蘭 弘叫一   



藩 廣概要  

’巨 節憤瀾酌  日本経団連では、企業による社会貢献活動の実態を明らかにし、社会の理解を深めると  

ともに、今後の各社の活動に資するため、1991年より毎年、社会貢献活動実績調査  

を実施し、結果を公表。  

今巨引ま、3年に1魔の大規模調査であり、例年実施の社会貢献活動関連支出、社会貢献  
活動を促進するための社内制度、活動事例の調査に加え、社会貢献活動に関する意識や  

取り組みの方向性を把握するための意識調査を実施。  

芝再 調査内容  （1）2005年度の社会貢献活動実績に関する調査  

①社会貢献活動支出額やその経常利益に対する比率、寄付金額などの支出額  

②社会貢献活動事例（別冊）  

（2）意識争制度調査  

社会貢献活動に関する基本的考え方、情報開示、社員のボランティア活動、企菜財  
団等との関係、NPOとの関係、寄付金税制などに対する意識を、3年に1度時系  
列で調査。社会貢献活動を促進するための体制命制度の導入状況を、3年毎の動向  
としてとりまとめ。  

日本経団連会員企業、 1％クラブ法人会員の合計i，403社   

社会貢献推進委員会、1％（ワンパーー・－セント）クラブ   

2006年8月～10月   

4∠皇7社（回答率：31．9％）   

［参考；前回大規模調査（2002年度）の回答数34一昨ヒ（調査対象1、302祉）、回答率26d呈％］ 4   

3．調査対象   

針 三担当委展墓   

5．調査時期   

6．回答数  



・ 車＝ニモミ嫡査繚畢 …二苧085年度）  

爪音貫 社会蒸献活動支出駿   

仁呈）社会貢献活動支出について回答した企業408社の、  蛙皇且膿L－   

且蚕三室鞄笠旦主星鹿島戯亙巴と、2004年度に比べ0．9％と微増。  

このうち、1％クラブ法人会員（142社）の平均支出額は8億鼠，100万円（対前年度比軋5％増）と、  

バブル期のj．9飢年度（9億3，900万円）に次ぐ歴代2番目に多い額。  

社会貢献活動支出鶴  

［うち笥％クラブ法Å会員］  

01年度   02年度   03年度   04度   05年  

もi46社う  け紆軋  く－摘銅王  （1那吐）  （ 142社ラ   

合 計 額   1，1j、9億円  792億円   1，179億11   996億円   925億円   1，03（l億円   1，141億円   1．151億円   

1社 平 均 6億4700万円 6億8900万円  7億600万円  6億8200方円  6億4700万円  7億600万円  7億7600万円  8億1100万円   

網擾  7・4｛欄  6。3％増   2．6％増   3．4％絨   5．1％減  軋5％増   

＊社会貢献活動支出額  

本調査における社会貢献活動支出額とは、①寄付金総額（税粗．ヒ免税とされるか否かにかかわらず、社会貢献を目的とした寄付金、  
現物寄付等）、②社会貢献を目的とした自主プログラムに関する支出額（税法上、広告。宣伝費等で処理されていても、実質は社会  
軌敵将軌と企業が認識している支山を含む）の合計。  

なお、†「1本経団連では、政治寄付を社会貢献と位置づけていることから、2003年度以降は、政治寄付」を含む。  
5   



望一 経常利益複写に占め億比率  

社会貢献活動支出額の塵土盛」皇室娃jL皇旦‰（359社）と前年度に比べ微増。遮盟剋益比重はム．避盤  
（回答企業386社）、鋭乳酪妻  
べて減少。  

（374社）と、業績回復を反映し、それぞれ前年度に比  は1．67   

なおtもi％クラブ法人会員においては、社会貢献活動支出総額が増加するw－∵方で、経常利益比率  

や税引前利益比率の落ち込みが全社平均より大きい。このことから、1％，クラブ法人会員をはじ  

めとする、社会貢献活動に積極的に取り組んできた企業では、経常利益や税引前利益が大幅に増  
加していると推測。  

観象葦献活動支出額が売上高ゝ経常利    益、税引前  

99年度  00年度   01年度   02年度  03年度   錮年度   05年應   

0．10％   0．1．0％   0．19％   0」．3％   0．14％   0－09％   ¢．10％  

（283封二）   （303杜）   （322祉）   （302杜）   （347社）   （398幸い   （359珪）   

2．3晒   1．51％   2．03％   2．39％   1．54％   1．75％   1．38％  

（279杜）   （308杜）   （275祉）   （267杜）   （332社）   （朝7社）   （386注   霧よ萬比                                経常利益比                               税引前利益比  4，76％   2．56％   3．31％   3．20％   1．92％   1．95％   1．67％  

（229社）   （274社）   （218社）   （233社）   （312社こ）   （：ミ82社）   （374土）  

銅年度  05率度   

売上高比 。．i3％  0」．2％  0．12％  
（111祉）   （162社）   （143社）   （140社）   （141社）   （135祉）   

経常利益比  2．46％  1．91％   2．28％   2．82％   2．08％   2．29％   1．52％   

（109杜）  （1、62社）   （120社）   （121社）   （136社）   （139社）   （137£L   

税引前利益比   5．39％  3．25％   3．28％   3．63％   2．1．9％   2．＝牒   

（9：う杜）   （142杜）   （98杜）   （1．03社）   （129社）   り＿28杜）   （136蓮）                                                  1．了鯛                （133辻）   6   



議H 社会貢献活動支出額と経常利益比の推移∈1社平均）  

社会薫献活動支出額（一社平均）  
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年度  
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埠瓢 社会貢献活動支出額の内訳  
（400籠。対節度卑比5．穏％増）  

うち1％クラブ法人会員は、i・社平均5億7，500万円（j現社ー）j・2■5％増）  

合 計 額   787億円   873億円   785僚円   796億円   829億円  l，（I32億円  1．013億円   

1牡平 均  2億5700万円  2億740く）万円  2億3400万円  2億64qO万円  2億2700万円  2億4000万円  2億5300万円   

r’                挙対前年度 円   4．0％増  6．6％蠣  14．6％滅  12．R％増  14．0％減  5．7％増  5．4％増   

ー卑，肝0の基盤形成   

良L息豊＿芝旦芝皇室塵畳⊥ユ盈里艶！腰組L旦型叢盟（377社。対前年度比5．8％増）  

うち】〈％クラブ法人会員は、1＿社平均2億‘4，300万円（ユ36社。3．6％減）  

自主プログラムに関する支出歯  

99年慶  00年度  01年度   02年鹿  03年鹿   04年度   05年度  

く′298社）  t317社．き  （338督二う  t  （359社き  （4j．7社）  （377社j   

合 計 額   441億円  470億円   36t催円   353億円   376億円   ‘124億円   415億円   

7・3％増  11．07ム減  1800万円  】，僚50（り才円  】億300万円  1億1000万円   
［うち1ウもクラ  ブ法人会農］  

99年度  ひ0年度  01年度   0芝年度  03年度  掴年度   05年鹿  
竜：111社1  キ163社う  （二14ニ社）  首ri37吐き  （142杜1  け掴社．）  （136丑）   

合 計 額   3】8億円  4ニ3億円  292億円   239倍円   ：j＝億円   363億円   330億円   

1社平均 「m’、…－【’膚、…、“’、“Vい い打前年度 H  2僚8700万円  2倍600P万円  2億600万円  1僚7400万円  2億2300万一q 28．2（甚璃  2僚5ニ三00万円  2億4300万円 3．帥も減  



瓢∴意識腰制度調査結果（2005年度き  

頂引 金業の故意貢献活動への取り組み鮫意識  

（り姓会寛厳造塾里盈え立として、「社会的責任の一環」（86．1％）と「地域社会への貢献」（75，2％）  

を、例年同様、多くの企業が選択。時系列で見て90年度に比べて大幅に回答比率が減少したのは、  

「コ一山ボレー叫トブランド向上の一方策」（56．4％→ほ2％）、「利益の一部の社会還元．1（弧6％  

【ケ12。5％）、【‾社風の形成を促すための“一方策」（23．7％→2。7％）。CSRへの理解と実践が進み  

つつあり、 l■社会的責任の山環」や r‾経営理念の具現化の一山方策」などと捉える傾向がより顕著。  

＊2005年度は3つ以内で回答、その他の年度は複数回答。  

9   



（2）～過．．…剋姿  

勢旦之変比については、232社（51．9％）が「強化し  

た」と回答。【‾3年前の方が活発だった」という  

企業は且％未満。  

厄画板已姦  

口特に変化はない  

口3年前の方が活発だった  

口未回答  

（3）強化したと回答した企業（232社）において変化した点は、以下のとおり。1～7の全項目  
を強化した企業は10社、6項目は15社、5項目は19社。  

＊基数は強化したと回答した232社  

苫0   



望乾 社会貢献活動推進のための社内体制帽制度導Å状況  

20（）：き～2005年魔の3年間に導入された盈会畳覿活動を應進宣る是塵旦風塵は329件と全件数の  

35鵬∠皇％を占める。特に「基本方針の明文化」「専門部署または専任担当者の設置」 －‾社内横断  
的組織の設置」「予算制度の導入」における増加が顕著。CSRへの取り組みが強化される中、  
社会貢献活動もその－一環として体制が整備されつつあることを示唆。  

瑠．農本運針の艶文化   

3年毎の導入件数   91件  100件   57件  95  329  柑0件篭t92鋸  
（住）03（－05年度は、06年度導入分を含むL）  

‖   



讃？社食貢献活動『≡関するヨ蓋ユニケ棚ション  

（り姓会遠地焼塵凰丞について、89．9％の企業が「開示すべき」としている。回答率は前回調  

査に比べ若干減少しているが、回答社数は307杜から402社へと増加。「開示すべき」理由として、  

CS：揺、ステb一一別1 クホルダーとの関係、コーポレ一明トブランドとの関係を強く意識。  

薬の社会貢献活動の開示  

90年虔  93年慶  粥卑属  99年鹿  02年虔  

開示すべき  64．2％  68．8％  75．3％  90．8％  89．鍋  402社   

金運上上エの腰珪、を日示する  33．2％  36 3％  35 7％  40．摘  54．鴎  70．9％  317   

情報開示を通じてコーポレートフ○ランド  

を向土す、鼻  322％   
経営痙蒼を番会、（板主・社会・顧客）に  

亘去ゑ臓．泡急爪▲．、▲W州州【．．．．．h′∩．｛愴．叩，．「汀h．＿¶．′＿   43．2％  

捜、主に膿塵藍盈供する必靂が鮎L  5．3％  3．6茎  7．0    14．8％  
外部の意見により改善を図れる   8 7％  7 49忘  5．1％  6 り％  8，3％  9．2％  41社   

2．鍋  0．5％  0．5％  1．鍋  】．．5％  1．1％  5   ろ王ゴ史ヒ2二二色魔盤上蓋感度愚ゑ  47 8％  4129忘  43 8％  47．8％  43．5％  50L遁   ．“呈皇室盈 
開示すべきでない  29．9％  22．8％  11．49忘  2．7％  6．8％  23社   

広告宣伝活動と誤絶息おる   16．2％  12 8％  91％  3．璃  】．．2％  5．3％  18社   

宴付先の主体性藍泡象迦ある  11，2％  12．3％  8．9％  6 8％  0．6％  2．1遇  ヱ丑   

窒息佐塵が殺華虻るおそれがある  7．5％  9 2％  6．8％  3．7％  0．9％  ー15％  5社   

その■他   陰塾を鎮史という考えで行奴  10．9％  10．5％  91％  ．m，＆1％  0．6％  弓ill  6隠                     3．4％    0．9％  0．0％  0．3％  
＊2005年度は理由を2つ以内で回答。その他の年度は複数回答。  

（2）自社の社会貢献活動に関する勝報を社外？開示する立法としては、「インターネットのホーム   

ペい・ジ」（61．7％）が最も多く、「CSR報告書等への記載」（姐2％）による情報開示も増加。   

社内への情報伝達は、社内報、イントラネット、情報提供誌など多様な媒体を活用して実施。  
社め社会貢 ′ の 報開示手段  

90年度  93年慶  鮒年度  鍼年度  02年度  2005年虔   

インターネットのホームページ上に掲載  12．1％  36．4％  57 4％  ● j完  ほ   

CSR垂告審等に記  37．9％  」■ こ†  220   

アニュアルtレポートに紀憩  25．0％  39．69品  34．0％  ．」き見放   

社会責薗活動に盟する報告審等の作成  18．9％  16．0％  16．0％  12．5％  56社   

社内報に境域  32 4％  55．6％    63． 

イントラネット・塵内メ噌ル  週  340Ⅳ  爪j4・7‰  50 

社内向け情 操侠誌  10．5％  4．9％  25．4％  10． 

その他  9．6％  13．0％  l t  10．了％  i48社   
（複数回答）   

iノ   



槌。社殿のポラ訣ティ欝活動に対する支援   

（り迫邑坦薮乏立夏4▼．遡てい各企業は1993年度に35．3％だったものが、65。8％になり大幅  

に増加。  

（2）2003（－2005年度の3年間に導入された、造見地亘Aヱ法勤を重度宣ゑ息め旦配慮は、172件  

と全件数の29，8％を占める。特に「ボランティア休暇制凰l「マッチング紗ギフト資金支援制度」  

「地域貢献活動促進運動」における増加が顕著。  

（注）06年度導入分は03～05年度に含む。  

仁ミ   



5¶ 企業財持（公益信託）   

（且）温良凰生益虚監査磨っている企墓は、各々27／7％、3．1％だが、社数としては1990年魔の調査  

開始時から大きな変動はない。企業財団の数は124社で216財団、公益信託は14社で127件。  

（2）金．業遡願魚については、財団があると回答した企業の72．6％、90社が「連携して実施す  
る活動がある」と回答。  

＊基数は、企業財団を持っていると回答した124社   

（‡主）財団遵．藍地選巌としては、「■事業規模の維持辱拡大．」、「資産運用」、 「会社の資金的喀人  

的負担の軽減」など、低金利の中での財団運営の難しさを示唆する項目が多い。また、「社会のニ ー  

ズにあった新規事業の開発」や「専門スタッフの育成」など、財団活動の質向上について関心を持つ  

企業は、前回調査に比べてやや減少。  

j．4   
炉基数は、企業財団を持っていると回答した124社  



デ  …、；∴∴■トト毒i声こ）に対一軒る支援・連携  

（護）企業はNPOやNGOを、【【市民社会構築の担い手」（69．8％）や「行政に代わるサービスの提供  
主体＿j（3且航8％）と捉え、NPO◎NGOが社会において果たす役割に期待。また、57．0％の企業が  
N㌘0邑NGOを「社会貢献活動推進のパートナー」としているが、「事業活動のパいトナー」とし  

て見ている企業は6年5％。  N  

＊2005年度は3つ以内で回答。その他の年度は複数回答。   

（2）旦旦9二異義適 監生息息は、「運営の透明性」（66．7％）、「活動実績」   

（弧8％，）、「自社の基本方針句分野との一致」（47．2％）。調査方法は異なるが、前回調査で回答数が  

多かった「プログラム企画さ提案力」「専門性．」「ネットワーク」「代表者のリーザーシップ」など  

への注目度が低下（J  

＊2005年度は3つ以内で回答。その他の年度は類似調査。   



謬．寄柑愈税制恥 公益法Å制度改革等  

（j）登吐金魔剋．嬰風塵点としては、法人税では「損金参入限度額の不足」（18．6％）よりも「損金算入限  
度額が決算時まで確定しない」（23魯7％）が多い。また、特定公益増進法人や認定肝0法人、指定寄  
付金などの対象が少ない点も不満。個人所得税では、「確定申告をしない場合、控除にならない」   
（34，2（‰）という手続的な問題、「寄付金控除の対象が少ない」（28。6％）ことを指摘。また、個人住  
民税については、「控除最低寄付金額（10万円）が高すぎる」（42．1％）、「控除対象が限定されている」  

（ニi2－4雪‰）ことが問題。  

ほ）公益法人制度改革に関して、」巌たな呈巨豊剋法△剋塵⊥の効果的、効率的運営に重要な事項につ  

いて聞いた，ところ、「透明性の高い認定委員会の運用」r＼公益性の判断基準の明確化」など公益性  

を誰がどのように判断するか、という点に高い関心。また、情報公開の促進やガバナンスの強化な  

ど、法人側の対応も重視。  

＊3つ以内で回答。   




